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一 般 会 計 補 正 予 算





議第 68号

令和6年度草津市一般会計補正予算(第 2号)

令和 6年度草津市の一般会計補正予算 (第 2号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 884,074千 円を追加 し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ 63,548,695千 円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款・項の区分および当該区分ごとの金額ならびに補正後の歳

入歳出予算の金額は、 「第 1表 歳入歳出予算補正」による。

(債務負担行為の補正 )

第 2条 債務負担行為の追加および変更は、「第 2表 債務負担行為補正」による。

令和 6年 9月 2日 提出

草津市長  橋 川  渉

一般会計  ( 1 )



第 1表

歳  入

歳入歳出予算補正

款 補正前の額 補 正 額 計項

11,972,2931 24411,971,049

8,502,0998,500,855 1,244

14国庫支出金

1回庫負担金

5,108,8475,108,225 622

622 3,202,5023,201,880

15県支出金

1県負担金

2,796,804308,7782,488,02618繰入金

2,700,8082,430,808 270,0001基金繰入金

38,778 95,99657,2182特別会計繰入金

964

964

416,536415,572

416,536415,5721

19繰越金

1繰越金

1,141,432858983,574

1,025,478157,858

20諸収入

5雑入

63,543,695884,074

867,620

62,659,621歳 入 合 計

(2)



歳   出
(単位 千円)

補正前の額

6,921,6176,645,4712総務費

6,099,8995,823,7531総務管理費

1,006 27,838,95527,837,94913民生費

11,831,0531,0061社会福祉費

3,606,3084衛生費

157,858 2,062,1501,904,292

計頂款

276 146

6 46

157,8581  3,764,166

11,830,047

補 正 額

709,064449,064260,00012諸支出金

709,064260,000 449,064

63,543,695884,07462,659,621

1 1諸支出金

歳 出 合 計

一般会計  ( 3 )



債 務 負 担 行 為 補 正第 2表

(単位 千円)

(単位 千円)

1追 加

2 変 更

事 項 期 間 限 度 額

区域 区分 等 都 市 計 画 変 更 業 務 委 託 費 令和 6年度か ら令和 7年度まで 9,200

事 項
補  正  前 補  正  後

期 間 限 度 額 期 間 限 度 額

南 笠 東 小 学 校 仮 設 校 舎 整 備 費
令和 6年度か ら

令和 8年度まで
111,600

令和 6年度か ら

令和 8年度まで
129,800

(4)



特 別 会 計 補 正 予 算





議第 69号

令和6年度草津市国民健康保険事業特別会計補正予算(第 1号 )

令和 6年度草津市の国民健康保険事業特別会計補正予算 (第 1号)は、次に定めると

ころによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 111,932千 円を追加 し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ 11,554,382千 円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款・項の区分および当該区分ごとの金額ならびに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第 1表 歳入歳出予算補正」による。

令不日6年 9月 2日  提出

草津市長  橋 川  渉

国民健康保険事業特別会計  ( 5 )



第 1表

歳  入

歳入歳出予算補正

計補正前の額 補 正 額項款

1,365,766△  17,3311,383,097

340,304△     17,331357,685

5繰入金

2基金繰入金

54,0581 54,057

54,057 54,0581

6繰越金

1繰越金

100,65575,20625,449

87,99112,785 75,206

7諸収入

2雑入

11,554,332111,932歳 入 合 計 11,442,400

(6)



歳  出
(単位 千円)

計補 正 額補正前の額款 頂

2,222,1031  △     8,745 2,213,3581医療給付費分

6,5141 766,472△772, 9862後期高齢者支援金等分

△     2,072 239,065241,1373介護納付金分

3,218,8953,236,2263国民健康保険事業費納付金 △ 17,331

40,748 40,82476

40,82476 40,748

6基金積立金

1基金積立金

1償還金及び還付加算金 105,70888,50717,201 1

88,515 105,71617,2017諸支出金

2繰出金 80 8

1    11,442,400 111,932-      11,554,382歳 出 合 計

国民健康保険事業特別会計  (7)





議第 70号

令TH6年度草津市財産区特丹‖会計補正予算(第 1号 )

令和 6年度草津市の財産区特別会計補正予算 (第 1号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 77,095千円を追加 し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ 214,495千 円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款・項の区分および当該区分ごとの金額ならびに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第 1表 歳入歳出予算補正」による。

令和 6年 9月 2日 提出

草津市長  橋 川  渉

財産区特別会計  (8)



第 1表

歳  入

歳入歳出予算補正

補 正 額 計補正前の額款 項

137,19024,798

137,15124,798

112,3922繰入金

112,3532基金繰入金

52,297 52,2970

52 29752,2970

3諸収入

1雑入

77,095 214,495137,400歳 入 合 計

(9)



補正前の額 1 補 正 額 計テi,に | 項

137,400 214-,49577,0951総務管理費

214,49577,095137,4001総務費

214,49509577,137,400歳 出 合 計

歳   出
(単位 千円)

財産区特別会計  ( 10)





議第 71号

令和6年度草津市介護保険事業特別会計補正予算(第 1号 )

令和 6年度草津市の介護保険事業特別会計補正予算 (第 1号)は、次に定めるところ

による。

(歳入歳出予算の補正)

第 1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 131,000千 円を追加 し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ 10,263,900千 円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款・項の区分および当該区分ごとの金額ならびに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第 1表 歳入歳出予算補正」による。

令不日6年 9月 2日  提出

車津市長  橋 川  渉

介護保険事業特別会計  ( 11 )



第 1表

歳  入

歳入歳出予算補正

計補正前の額 補 正 額

2,582,3232,566,073 16,250

16,250 2,582,3232,566,073

4介護給付費交付金

1介護給付費交付金

款

1,723,7231,722,717 1,0067繰入金

1,639,3721,0061-般会計繰入金

113,7458繰越金

113,7451繰越金

1

1

1,638,366

113,7441

113,744

131,000 10,263,90010,132,900歳 入 合 計

(12)



歳  出
(単位 千円)

補 正 額 計補正前の額款 項

191,219131,00060,2194諸支出金

3,001 94,3951償1選金及び還付加算金 97,396

57,2182繰出金 93 82336, 605

10,263,90010,132,900 131,000歳 出 合 計

介護保険事業特別会計 ( 13)





議第 72号

令和6年度草津市後期高齢者医療特別会計補正予算(第 1号)

令和 6年度草津市の後期高齢者医療特別会計補正予算 (第 1号)は、次に定めるとこ

ろによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 3,629千円を追加 し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ 2,025,629千 円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款。項の区分および当該区分ごとの金額ならびに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第 1表 歳入歳出予算補正」による。

令不日6年 9月 2日  提出

草津市長  橋 川  渉

後期高齢者医療特別会計  ( 14)



第 1表

歳  入

歳入歳出予算補正

計補正前の額 補 正 額項款

3,629 3,6301

3 629 3,6301

4繰越金

1繰″_成金

3,6219 2,025,6292,022,000歳 入 合 計

(15)



歳  出
(単位 千円)

計補正前の額項款 補 正 額

後期高齢者医療広域連
合納付金

1,4641      1,968,5771,967,1131

1,968,5772後期高齢者医療広域連合納付金 1,46411,967,1131

4,8361652,2,671

2 1652,1650

3諸支出―金

3,629 2,025,6292,022,000歳 出 合 計

後期高齢者医療特別会計  ( 16 )






